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　「
人
権
」
と
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
幸
せ
に
生
き
て
い
く

た
め
の
権
利
で
す
。

　こ
れ
は
、
現
実
社
会
で
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
も
の
、
つ

ま
り
誰
に
と
っ
て
も
身
近
で
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て

の
人
が
、
同
じ
よ
う
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　し
か
し
、
現
実
の
社
会
で
は
、
女
性
だ
か
ら
、
高
齢
者
だ

か
ら
、
同
和
地
区
出
身
者
だ
か
ら
、
外
国
人
だ
か
ら
と
い
う

こ
と
で
差
別
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
ど
う
し
て
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ど
う
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
く
せ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
み
ん
な
で
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

八代市は人権尊重宣言都市です

「人権」は、難
むずか

しいものではなく、

私たちの日々の生活を支える、

とても身近で大切なものです。

　本市では、毎月 11 日を「人権を確かめあう日」

と定めています。

　これは、みんなで「差別をなくす学習から実際に

差別をなくす行動」をめざして定めたものです。

　「人権を確かめあう日」の取り組みとして、のぼ

り旗の作成・掲示や広報紙への記載など啓発活動を

行っています。

　人権を考える場、啓発の場として、人権啓発セン

ターで、人権おもいやりミニ講座や人権セミナー、

人権相談などを行っていますので、活用ください。

ひかりちゃん　なぜ 11 日ですか？

てんいち先生　

　　数字の１( いち ) を ひとつ とも言います。

　　 そのゴロ合わせで「人 ( ひと ) は等 ( ひと ) しい」

とのことから、

　　１( いち ) と１( いち ) で、11 日としています。

人権啓発キャラクター

ひかりちゃん てんいち先生

毎月 11日は人権を確かめあう日です 人権啓発センターを活用ください

問合せ　人権啓発センター（人権政策課内）

　　　　八代市千丁町新牟田 1502-1（千丁支所３階）

　　　　☎ 30–1711

　　　　E-mail　jinken ＠ city.yatsushiro.lg.jp

あなたの人権について考えてみませんか？


